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TheBangkokPostalRollpublishedin 1883
mayshedlightonsomefeaturesofthepopulation
ofthecitybeforethefirstcensuswastaken.
二temswhichmightbeanalyzedarediscussedin
thisreportwithsomeinterimfigurt∋S.Themost
importantfeatureistheethniccompositionoftile
cityinthatperiod.Accordingtoouranalysis
of16,565householdheadsregisteredintheroll,
60.1% wereThais,36.3% Chinese,and the
remaining3.6% others.Thedegreeofsegrega-
tionofChinesewithinthecityisshown. The
processoftlleirassimilation may be traced

工 タイ国における郵便制度の成立と

家屋台帳の作成

本稿の 目的は,近代的人口セ ンサスが実施

される以前のバ ンコク人口の性格を解明す る

ために,郵便配達のために作成 された家屋台

帳 (後述)の利用法を検討す ることである｡

まず最初に,ここで利用 しようとす る家屋台

帳の成立のいきさつを述べよう｡

タイ国における近代的郵便制度の正式発足

は,1883年 8月 4日の郵 便 電 信 局 (Krom

*京都大学東南アジア研究センター ;TheCenter
forSoutheastAsianStudies,KyotoUniver-
sity

仇roughobservationofthevariationinaddressed
titles,typesofresidence,etc･Otherpotentially
fruitfulareasofstudyincludethelocation of
eachhousingcluster,tileOCCupationalstructure
byethnicgroupandsexofthehouseholdheads,
analysisofthetypesandownershipoftllehouses,
andidentificationandanalysisofpatronship of
householdheads.Inspiteofqualitativedefects,

oldregistrationmaterialsof仙iskindshouldbe
fullyutilizedtorecoverlostinformationofthe
demographicsituationinthenearpast･

Praisan王-th6ralek) の新設の時 とす るの が定

説であるが,その準備はすでに1880年 ごろか

ら始ま っていた らしい｡ 『郵便電信局の沿革

と発展』[SaanDitbut 1963]という資料に

よると,その端緒をつ くったのは,チュラー

ロンコー ン王 (在位 1868-1910)の宮内官を

つ とめていたチャオムー ン ･サムーチャイラ

ー ト (ChaomiinSamoechairat,1853-1891)

が作成 した郵便制度創設に関する建議書であ

ったという｡残念ながら,この建議書には日

付が脱落 しているので,作成の時期を確定す

ることは困難だが,『宮廷行事 日誌』(Bant72k

phrara-tchakaran吾yatiiRa-iuJan) の1880年 9

月27日の条に,サムーチャイラー トが拝謁 し

て郵便制度創設につ き奏上 したという記事が
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みえていることから推定すると,建議書が執

筆されたのはおそらくそれ以前であったと考

え られる [ibid.:9]O 近代的郵便制度創設を

決意 したチュラーロンコーン王は,事業推進

の責任者に,王弟チャオファー ･パヌランシ

ーサワーンウォン親王を任命 した｡ ちな み

に,同親王は郵便電信局創設と同時に初代長

官に任 じられた｡

当時のタイ人は近代的郵便制度について全

く知識をもっていなかったので,一挙に事を

進めることをせず,あくまでも漸進主義での

ぞむこととし,まず,首都バ ンコク市域内か

ら準備に着手 した｡郵便を配達 す るた めに

は,まず家屋を正 しく見分ける必要がある｡

そこで,バ ンコク市域内の各家屋の ｢家屋番

号｣(m5ilekban)を定め, これを各戸に表

示 させるとともに家屋台帳を作成 し,これを

整理 して郵便配達夫の手引きとなる詳細な家

屋名簿を作成することに した [ibid.:13] ｡

こうして印刷されたのが,『バ ンコク郵便 局

職員のための市内住民 リス ト (道路および水

路)第 1部～第 3部』(1883)1)である｡ 筆者

らのひとりはバ ンコクの国立図書館において

これを披見する機会に恵まれ,マイクロフィ

ルムに収めて日本にもたらすことができた｡

序文によるとこの台帳は,1883年 4月 8日,

すなわち郵便電信局が正式に発足する約 4カ

月前に発行されたことが分かる｡

この家屋台帳には,家屋群 ごとに,各戸主

について,(1)家屋番号,(2)姓名,(3)官職名あ

るいは職業,(4)各 自が所属するムーン ･ナー

イ (主人)の名,および父または母の名,(5)

家屋の形状などが記されており,19世紀末の

バ ンコク住民の居住状況を知る上にきわめて

有用な材料が含まれている｡ 3部からなるこ

の台帳は,第 1部 と第 3部 との間に若干の重

複部分を含んでいるので,その利用は重複部

1)文献 〔タイ語〕Anonymous[1883]参照｡
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分を除いて行わねばな らない｡ われわれの入

手 した家屋台帳が完全なセ ットであって,欠

落のないものであるかどうかについては現在

のところ十分な保証はない｡ しか し,家屋群

の配列がタイ語のアルファベット順になって

おり,それぞれ最後の文字まで完結 している

こと,および,判明する限 りでは,これらの

家屋群が王城内を除 く全市域に分布 している

ことは,少な くともサンプルとしての使用の

妥当性を示すといえる｡

Sternsteinは,Postalrollを用いて,1882

年当時のバ ンコク人口を再現 しようとしてい

る [Sternstein 1979] ｡ 彼 の用 いた Postal

rollがわれわれの家屋台帳とどのような関係

にあるかは明 らかではないが,時期および内

容か らすれば,同一のものである可能性が高

い｡ 彼は Postalrollによって, 1882年の首

都 (Krung Thep)人口は約 169,300人であ

って, その内訳はタイ人136,000人, 中国人

27,000人,マレー人4,000人,インド人1,000

人,他のアジア人1,000人,西洋人300人であ

ったとする｡また,バ ンコク市域内の人口は

119,700人で,タイ人93,000人,中国人23,000

人,マレー人1,800人,インド人700人,他の

アジア人900人,西洋人300人からなっている

という｡ 家屋台帳には世帯構成に関する情報

が記載されていないので,彼の推計が何を根

拠にどのような積上げによってなされたかは

全 く不明である｡ 彼の目標の一つは,しば し

ばバ ンコク人口の 5割に及ぶといわれた中国

人の割合を,過大評価であると断定すること

であったが,これに代るべ く示 された彼 自身

の見解にもやや行き過ぎがあるように思われ

る｡われわれはここでわれわれ白身の手によ

って台帳記載事項を検討 し,数えあげること

を試みよう｡2)

2)ただし,中間報告としての性格上,本稿で示す

数値は最終的なものではない｡
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に示 しているといえよう｡

Ⅱ 家 屋 群 の 規 模

Ⅱ 異 民 族 の 割 合
われわれが入手 した家屋台帳には合 計 543

の家屋群が記載されており,それぞれに対し

て,例えば ｢タパー ン- ン運河沿 いの家屋

群｣,｢ラーチャボピット寺院の長屋裏の家屋

群｣などの見出 しがつけられている｡ すなわ

ち,台帳作成者は何 らかの外観上,地理上の

目標からバ ンコクにおける家屋 の地域 別 グ

ルーピングを行なっている｡ 一つの家屋群に

含まれる戸数は,最 も少ない場合は 1戸のみ

(3ケース)であり, 最 も多い場合には808

戸に及ぶ｡家屋群の戸数別に度数分布を観察

すると,図 1のごとくとなる｡ 6-10戸か ら

構成される場合が最 も多 く,分布は正規分布

曲線を描かずに,右側に長 く尾をひく片寄っ

た形を示す｡最頻値を含む10戸以下の家屋群

に属する戸数は1,173戸で,全戸数17,540戸

の 6.7%を占めるに過ぎず,200戸 以上 か ら

なる家屋群は 9個 しかないが,その内訳は,

205,220,248,263,349,401,528,530,

808(おのおの戸数を示す), 計 3,552戸で,

全戸数の20.3%を占めている｡ 大小の家屋群

の併存は,当時のバ ンコクの非組織性を如実

一束

..l･r･
群

数

:h 1621:il

バ ンコクにおける中国人の割合がきわめて

高かったことはよく知 られている｡19世紀中

葉のバ ンコク総人口と中国人人 口につ いて

は,Skinnerが各種の資料を整理 してまとめ

蓑1 バンコク人口に関する記述

年次1実国会 総人口 出 典

31,000 50,000

60,700 134,090

36,000 77,300

60,000 100,000

C一awfurd
[1830:ⅠⅠ,121,215]

Mallocb
[1852:70]

Tomlin
[1844:184]

Malcom
[1839:Ⅰ,139]

70,000 350,000 Neale
[1852:29]

81,000 160,154 Mallocll
[1852:70]

200,000 404,000 PallegolX
[1854:Ⅰ,60]

200,000 300,000 Bowring
[1857:Ⅰ,85,394]

Skinner[1957:81]による｡なお,Tomlinの数
値は原典のものを修正した結果が示されている｡

141 151 161 1Tl 181 191 201 211 221戸f/Iト l 】 l I
-i1111.I,2112,lr' 15 r' HI' ド .̀I lr, 1.i-, llJI' 1:うL'' llt-1 11Il 161' 17.-) 1Fr1 195 205 215 22Lr=)

荏) 戸数226戸以上の家屋群7ケースを除く｡

図1 家 屋.群 の 戸 数 別 分 布
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ている (表 1参照)0

総人 口の把握 にお

いて,Pallegoix と

Bowring とで は対

象 とする年次がほぼ

同時期 (1854年 と

1855年)であるにも

かかわ らず,前者は

40万余,後者は30万

余 という数倍を示す

など,きわめて大ざ

っぱな推定である｡3)

3)Bowringは Pa1-
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中国人の数および割合については,彼 らの存

在が外見上 目立ち易いために過大評価 されて

いる可能性がある｡1904年に行われた首都を

中心 とする地域に関する最初のセ ンサス4)に

よると,バ ンコク市域および首都周辺地域の

人口は,867,451人 で,そ の うち中 国人 は

197,918人であった [Siam ObserverOffice

1910:33]｡ このまま計算すると中国人 の割

合 は22.8%であるが,中国人の割合はおそら

く市街地において高 く,1904年の統計は周辺

の地域を含むため,5)またこの時期にお け る

中国人の定義に左右されるため,この場合 は

過小評価 ということになるか もしれない｡

郵便配達のための家屋台帳は,1883年にお

ける状況を推測するのに有用 と思われる｡ こ

れによると,空家あるいは居住 目的以外の建

物 (寺院,舟小屋などを含む)を除いた家屋

数は16,565戸であって,戸主の姓名に付 され

た敬称を手がか りに民族識別を行 うと,この

うちタイ人は9,958戸 (60.1%), 中 国人 は

6,013戸 (36.3%)を占めている｡残 りの594

戸 (3.6%)はマレー人や白人などで あ る.

中国人の割合 は,19世紀中葉に推定されてい

るよりもやや低いが,1904年の数値よりも高

い｡このことは中国人の割合がバ ンコクにお

いて次第に低下 していく過程を示すとも受け

legoixの数値を明らかに過大とみているが,
他方,彼自身も正確な知識をもたぬまま,印象
によって本書の数値を示したことを明記してい
る [Bowring 1857:394]｡

4)ちなみに,全国に関する最初のセンサスは,
1909年になってはじめて行われた｡

5)1904年のセンサスによると,バンコク市街に居
住する人口628,675人に対して,首都周辺地域
(provincesintheKrungThepmonthon)の

人口は238,776人である｡民族別構成は両者を
合わせた首都全体についてのみ記されている｡
市街における性比1.519に対 して,周辺地域
の性比が0.838であることは, これらの二つ
の地域の人口構造が非常に異なることを示 し
ており,また市街地における中国人の多さを
も示唆している (TheSiam Directory [Siam
ObserverOffice 1910]記載の数値による)｡
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取 られるが,それは,(1)中国人やタイ人の家

屋がそれぞれ同民族の住人か らなり,(2)1軒

あたりはぼ同数の居住者を有すること,(3)バ

ンコク都市域の拡張によってタイ人の多い地

域が統計に含まれていくこと,などの仮定な

い し条件下においてである｡

Sternsteinの示 す 中国人 の割合は,首都

(KrungThep)人口に関 して 15.9%, 彼の

定義するバ ンコク市域に関 して19.2%で あ

るO用いた資料が同一な らば,この数値は各戸

主に属する世帯員数に関 して,タイ人 と中国

人の場合 とで異な った人数を想定すること,

あるいは中国人の世帯に含まれる現地で結婚

した妻や現地生まれの家族を中国人 として扱

わないこと6)によってのみ得 られるように思

われる｡これはきわめて重大なことがらであ

るが,彼はその基礎を全 く示 して いな い｡

タイ人家屋数 と中国人家屋数との比について

は,彼は言及 してお らず,この意味でも誤解

を生 じ易い表現を している｡

Ⅳ 民 族 的 隔 離

上述の民族分布が実際にどのような形で現

われるかを検討 しよう｡タイ人戸主のみか ら

なる家屋群は157あって,家屋群総数の28.9

%を占める｡ このような単一民族か ら構成 さ

れる家屋群に居住するタイ人戸主 は1,932人

で, タイ人戸主総数の19.4%に あた る｡ ま

た,中国人戸主のみか らなる家屋 群 は33あ

って,そこに住む中国人戸主は390人で, 中

国人戸主総数の 6.5%にあたる｡ これ らの数

値は,タイ人,中国人 ともに他民族を添加せ

ぬ形で居住するケースが存在することは確か

ではあるが,他民族と混住する場合の方が多

6)Bow一ing[1857:395]には,中国人の妻はシャ
ム人,ペグ一人,マレー人,カンボジア人,お
よびビルマ人であり,すべてタイ語を話すとい
う記述がある｡
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いことを示 している｡ 他民族 との混住の傾向

は,タイ人よりも中国人において著 しいとい

える｡ マ レー人についても同様の観察を行う

ことは,民族差を知るためにきわめて興味深

いが,現時点ではマ レー人 とその他の外国人

との分離区分が全家屋群については未完なの

で,ここで言及することができない｡

単一民族か ら構成 される家屋群 の平均 戸

数は,空家および居住 目的以外の建物を含め

て,タイ人戸主のみの家屋群については12.6

戸,中国人戸主のみの家屋群については12.4

戸である｡ これらの数倍は全家屋群の平均戸

数 32.3よりもかな り小 さく, 家屋群が大 き

くなると混住の可能性が増大することを示唆

しているが,このことが統計的な蓋然性の幅

の中で出現するのか,あるいはより以上の意

味を有するかについては,家屋群の規模 と地

域性 との関連などを含む厳密な検討を必要 と

する｡

ここで,タイ人 と中国人の隔離と混住をと

りあげて図示を試みよう (図 2)｡,各 家屋群

のタイ人戸主 と中国人戸主に注 目し,これら

二者の合計において中国人戸主の割合の高い

ものか ら順に配列 し, 中国人家屋総数を 100

とした場合の中国人家屋の累積を横軸に,そ

れに応 じたタイ人家屋の累積 (タイ人家屋総

数を 100とする)を縦軸に示す｡.aはタイ人

戸主をま じえない家屋群に居住する中国人戸

主の全中国人戸主に対する割合,bは中国人

戸主をま じえない家屋群に居住するタイ人戸

主のタイ人戸主総数に対する割合を示すが,

いずれ も既述の傾向に対応 している｡ 累積曲

線は混住にさまざまな程度があることを示 し

ている｡曲線の形は多数のタイ人の中に少数

の中国人が混入する場合よりは,多数の中国

人の中に少数のタイ人が混入 している場合の

方が多いことを示す｡これが何を意味するか

は,各家屋群の内部構造を精査 してさぐられ

ねばならないが,一群の借家を所有するタイ

8.7 50

a 中国人戸主累積

｣loo%

図 2 家屋群単位に観察した中国人と
タイ人の混住状況

人家主の存在がこの現象 と何 らかの関係を有

するか もしれない｡

上述の観察方法は1950年代あるいはそれ以

前か ら,米国の社会学者によって,黒人 と白

人の居住に関する隔離 (segregation)の程度

を測定するために,都市域内のセ ンサス調査

区 (censustract)を単位 として通用 され て

きたものである｡グラフのさまざまな部分に

着 目して隔離程度の指標化がはか られている

が,それ らはいずれも単一インデ ックスとし

ては不十分なものであるとされ る [Duncan

& Duncan 1955]｡ 本稿においては, 上 述

の欠陥に加えて,観察単位 とした家屋群の中

に規模の小さいものを含むため,単一民族か

ら構成されるグループが出現 し易 くなり隔離

の程度が誇張 される一方,大規模の家屋群内

における民族凝集状況が見逃される可能性が

ある｡ しか し,この種のグラフか らは,他 と

の比較をまって,い くらか有用な結論を得 る

ことができる場合がある｡相互比較が興味あ

る結論を導 くとすれば,実数は少ないが,マ

レ-人に関する観察を加えて,タイ人 とマ レ

-人,中国人 とマ レ-人の混住状況を観察す

ることが可能である｡ しか し,この作業は前

述の理由のために,次のステ ップとして残さ
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蓑2 タイ人のみの家屋群と中国人との混住家屋群における

王族 ･貴族および女性の有無

､＼-＼､ タイ人中の

混住状這＼､､｣ 壁讐 竺
王族 ･ 王族 ･
貴族を 貴族を
含む 含まず

Am d eeq A m deeq
を含む を含まず 計

タイ人 のみの家屋群

中国人を含む混住家屋群

れている｡

65 92
(41.4) (58.6)

143 187
(43.3) (56.7)

125 32
(79.6) (20.4)

283 47
(85.8) (14.2)

Ⅴ タイ人中の特定要素と中国人

居住とのかかわ り

タイ人に関 しては,戸主が王族あるいは貴

族に対 して与えられる何 らかのタイ トルを有

する場合が 1,020ケース (タイ人戸主総数の

10.2%)あり,また,戸主に女性に対する敬

称 (Amdeeq)が付 されている場合が2,933ケ

ース (29.5%)ある｡ これ らの王族 ･貴族的

身分の戸主や女性戸主が,中国人 との混住に

際 して親和的な役割を果た しているか,ある

いは排他的な関係を示 しているかについて見

通 しをつけておきたい｡

タイ人戸主のみか らなる家屋群,タイ人戸

主 と中国人戸主 とを含む混住家屋群のそれぞ

れにおいて,王族 ･貴族的身分 と判定される

タイ人戸主を含む家屋群 とこれ らを含まぬ家

屋群 とを区別 し,また女性戸主を含む家屋群

と含まぬ家屋群 とを区別 して,これ らの割合

を示すと表 2のようになる｡タイ人のみの家

屋群においては,王族 ･貴族タイ トルを有す

る戸主を含むケースが中国人を含む混住家屋

群に比 してやや低いが,その差 は僅 少 で あ

り,王族 ･貴族 と中国人居住 との間には特に

顕著な関係はないといえる｡ このことは,上

下いずれの方向にせよ,中国人が差別的な扱

いを受けていないことを示唆するが,より厳

密な結論は,王族 ･貴族の地域的分布,市域
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中心部 と周辺部の差な

どを考慮 して出されね

ばな らない｡女性戸主

を含 む家屋群 の割合

は,タイ人のみの家屋

群よりも中国人を含む

混住家屋群においてや

や高いといえる｡

上述の傾向は,それ

ぞれのカテゴ リーの家屋群の大 きさの差に影

響 されて現われているのかもしれない｡これ

を検討する一つの方法として,それぞれのカ

テゴ リーのタイ人戸主総数に対する王族 ･貴

族戸主総数 と女性戸主総数の割合を調べると

表 3のどとくとなる｡ 王族 ･貴族の割合に関

しては,前述 と同様の傾向が維持され て い

る｡7)Amde印 を付 されている女性戸主の中

には,父の名か ら明 らかに中国人の娘 と知 ら

れる者が含まれているので,タイ人に対する

比は厳密にはこれ らを差 し引いた上で計算さ

れねばならない｡ このこと自体には厳密な検

討が必要であるが,このような手続 きを経た

のちもなお,混住家屋群における女性戸主の

割合 は,タイ人のみの家屋群におけるよりも

やや多 くなるのではないかと思われる｡女性

表 3 タイ人のみの家屋群と中国人との混
住家屋群における王族 ･貴族および
Amdeeq数と,そのタイ人戸主に対
する割合

呈甥 諾 諾 pASd(eo7oq,

タイ人のみの
家屋群

中国人を含む
混住家屋群

人 人
1,932 175
(100) (9.1)

7,569 817
(100) (10.8)

人
514

(26.6)

2,309
(30.5)

7)王族または貴族のタイトルを有するのはタイ人

であるという仮定に基づいているが,この仮定
自体については厳密な検討を必要とするかもし
れない｡
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例を示 しながら見通 しを述べよう｡図 3は民

族所属を示 しつつ各戸主を番 号 順 に並 べ た

ものである｡ここに示 した 5例 は,タイ人の

割合が多い順に提示 されている｡同一民族が

隣接居住する傾向が若干認められそうである

が,いずれの場合において も,各家屋群が民

族によって明瞭に内部分化 しているとはみら

れない｡ このことは,タイ人 と中国人 との混

住を経て中国人の同化の過程が進むことを示

唆 している｡ 規模の異なる家屋群の単純な民

族構成比だけではな く,確率論的な視点を導

入 した混住のインデ ックスを用いることによ

って,混住の実態をより正確に把握評価する

ことが可能である｡

数量的な把握 と同時に興味深いのは,混住

状況の中で,中国人,マ レー人などの外来民

族が同化-の道をどのように進み始めている

20 30 具体的に観察

戸主の一部が中国人 と結婚 している可能性を

も念頭において,女性戸主の存在形態を各家

屋群内で綿密に検討 してみる必要がある｡ 他

方,女性戸主の出現一般については,各種の

商売を含む職業従事 との関連をさぐることも

重要である｡

Ⅵ 家屋配列順の観察

すでに述べたように,家屋台帳では各家屋

群を単位 として,それぞれの家屋に対 して一

連の番号が付 されている｡ 市域内における家

屋配置が線状にな っているという保証はない

が,少な くとも近接原理によって番号が与え

られていると考えることはで きる｡ このこと

は各家屋群内部における民族的凝集の様相を

検討する手がか りとなる｡ ここでは若干の事

家 屋 群

No.233

10

総 戸 数 75 TTtTTttTTTTCCCTttTTTtTTttTTTTT

タイ人戸数 70 tTTTTtTTttTTtCTttCTtTtTTttTTTT

中国人戸数 5 TtttTTTTTttTttT

0

3

7

5

3

1

数

数

数

戸

戸

戸

人

人

85

イ

国

zd
蘭
巨

匝

1

7
3

3

1
1

数

数

数

戸

戸

4
戸

人

人

21

イ

国

zd
魔
巨

仲

2

2

7

6

3
1

数

数

数

戸

戸

5
戸

人

人

27

イ

国

3
･rL,

i.症

No.251

総 戸 数 84

タイ人戸数 16

中国人戸数 66

T:タイ人 (男),

TTtCTtTtTtCTCTttTTTT ttTCTTCCtt

CCCCCCCCCTttCTTtTTCT

CCTTtT上MTCCエCCtt上TCtユCt上土C⊥CCCC

TCTtCTCCCttTCCXXtTTCCTttTTttTT

ttTTTTTTTTMtTCCOOOXOOOOXOCCCTCCC

OTCCCTCCCCCCtCCCCCCCtCCCtCCCCC

CCCCCCCCCCCCtCCCCTCtTTttCTCCtT

TCCCCCCCCOCCCCCCCCCCCCCC

t:タイ人 (女),i:Amdeeqを冠された中国人の娘,C:中国人

(男),M :マレー人,0:その他 (白人を含む),Ⅹ:空屋または非居住用建築物
図 3 家 屋 の 配 列 例
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することであ

る｡ 例えば中

国人について

は,(1)そのう

ちのごく一部

ではあるが,

タ イ人 と 同

様,主人を有

するようにな

っ て い る こ

と,(2)中国人

の娘がタイ人

女 性 と 同 様

に, Amdeeq

の敬称を付 さ

れて記載 され

ていること,

などに注 目す

べ きである｡

マ レー人など
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については,通常 Kh全ekあるいは To'と冠

することによって識別されるものが,タイ人

男子 と同様,Naaiという敬称を付 される場

合があることに注意すべきであろう｡

Ⅶ 今後の分析のためのその他の

問題点と可能性

a.家屋群の位置

台帳における家屋群の配列は,各家屋群に

与え られた見出しのタイ文字配列順に従 って

行われており,バ ンコクの地理に通暁 してい

る郵便配達員にとっては有用な索引の役割を

果た し得た｡ しか しながら,歳月の経過とバ

ンコク市街の発展変容のために,今 日では各

家屋群の位置を推定することは,聴取を含む

現地調査を行わぬ限り,かなり困難である｡

とはいっても,家屋群に付された寺院名や運

河名などを手がかりとして,地域推定が可能

な場合がある｡中国人やその他の外国人の居

住が多い地域は,よりのちの時代の統計など

からある程度明らかであるが,ここで1883年

当時の市域における民族分布の手がかりを得

ることは,都市成立史の発展のために有用で

あろう｡ 例えば中国人の居住に関 して,排他

的な居住地域がこの時点においてどこに形成

されているかを見定め,これらがのちにいか

に変化 していくかを,新 しい資料とつなぎ合

わせながら観察することは,興味深い作業の

一つとなるであろう｡ 当時の排他的なタイ人

居住地域に関 しても同様である｡ 地域推定は

時間のかかる作業で, しかも不明部分がかな

り残るものと考えられるが,地区特性をふま

えた分析のためには不可欠である｡

b.職業構成

家屋群の観察はその職業構成に関 しても行

い得 る｡ 職業記載はすべての戸主に対 してな

されているわけではな く,特にタイ人男子の
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場合記載を欠 くことが多い｡ このように断片

的な職業記載ではあるが,家屋群の位置と関

連せ しめる時,当時のバ ンコク都市人口に関

して興味深い事実が明 らかになる｡ 若干の可

能性をあげれば,以下のごとくである｡ まず,

バ ンコク周辺部をおおう農業地域の存在と,

その相対的な大きさが問題 とな る｡ す なわ

ち,家屋台帳の職業分類には,野菜栽培,辛

ンマ栽培,水稲栽培,果樹栽培などを含む農

業的職業が含まれてお り,さらに養豚を職業

とする戸主 もかなり多数見出される｡ これ ら

の非都市的要素がわずか17,540戸の台帳記載

家屋の中に見出されることは,バ ンコクが単

なる ｢都市｣ないし ｢市街｣ではな く,より

複合的な要素をもつことを示唆 している｡ バ

ンコクにおける都市的部分と農業的部分に関

する民族的構成,戸主の性別構成,貴族の居

住状況などの観察は,この時点における都市

の構造をより明らかにするであろう｡各種の

商売を営む者についても,居住地域と業種と

の組合せからバ ンコクの性格を示唆する事実

が発見されるかもしれない｡

C. 家屋の形状および所有主

郵便配達のためには家屋を識別することが

必要であるから,台帳には各戸の形状が記さ

れており,石造,木造のみならず屋根,壁材

料に至る区別が可能である｡ 他の要素との組

合せによって,市域の構成をよりよく理解す

ることができる｡ 特に民族との組合せは,こ

の側面でも同化過程を示す手がかりを提供す

るかもしれない｡往時のバ ンコクには水上家

屋が多かったといわれるが,これらの分布,

実際の数,居住者についてもある程度の資料

が得 られるであろう｡ このことは,外部から

の印象 として捉えられたバ ンコクの景観を,

数量的な認識におきかえるために有用 と思わ

れ る｡

台帳を概観すると,借家を主体 とする家屋

-174-



坪内,石井 :郵便家屋台帳からみた19世紀末のバンコク人口

群がかなり多 く存在することが分かる｡借家

に対 しては,家主が明記 されている｡家主は

中国人の場合 もあり,タイ人 (女性を含む)

の場合 もある｡ 他方,借家人には中国人の名

が多い｡ これ らの借家群は当時のバ ンコクの

開発地城に建設されたと思われ るので,その

分布を調べることはきわめて興味深い｡ 借家

群が民族的混住のフロンティアとなるのか,

あるいは外来者を収容することを主 目的とし

て少な くとも一時的に隔離状況を生み出すの

か も,合わせて検討されねばならない｡

d.所属の問題

個人がいかなる所属関係を有するかについ

ては,台帳記載事項を手がかりとして観察可

能な側面が若干 ある｡

1918年に ｢人頭税徴収法｣が制定されるま

で,タイ人の問では各人はムーン ･ナ～イに

所属することが原則になっていたが,すでに

述べたように,これ らの主人の名は各タイ人

戸主 (女性の場合 は除 く)について記されて

いる｡ 概観すると,特定の主人に属する者は

1カ所に居住 しているわけではな く,む しろ

ほとんどの場合分散居住 している｡ 主人の名

前に同一名がないとすれば,同一主人に属す

る者の人数 と居住地分布とをコンピューター

を用いて検索することが可能であり,この作

業が)TJB調になされた場合には興味深い事実が

発見されるであろう｡

タイ人以外の住民,特にマレー人および一

部の中国人に関 しては,ヨー ロ ッパ 諸 国 の

領事の保護民 となっているケースが見出され

る｡これ らの保護民の数 と地域分布について

も把握が試みられねばな らない｡

厳密な意味では所属とはいえないが,台帳

には戸主の父または母の名が記載 され て い

る｡ このことは同化の過程を知るために利用

可能であるようにみえるが,情報は父母両方

に関するものではな く,いずれか一方に限 ら

れているので,その有用性は限定され,推測

の介入を許さねばならない｡ 記載方法 として

興味深い傾向の一つは,男性戸主については

父の名を,女性戸主に対 しては母の名を記載

する場合が多いことである｡ このこと自体の

意味は,整理された資料を基礎に考察される

べき問題である｡

Ⅷ お わ り に

本稿で扱 ったのは,郵便配達のための家屋

台帳の資料 としての利用をめ ぐる可能性と見

通 しについてであって,最終的な結果ない し

結論ではない｡現在までに台帳記載のすべて

の家屋を対象に,17,540枚の家屋別カー ドの

作成が完了 し,各戸主について,タイ人,中

国人,その他の民族-の分類が行われ,この

うちタイ人についてはさらに,王族 ･貴族の

タイ トルの有無,および男女の識別が行われ

た｡他の項 目については,翻訳およびコー ド

化の作業が全カー ドの約 3分の 2まで進んだ

ところである｡ 今後 コンピューターを用いた

識別作業をも行 うとすると,分析作業はその

緒についたばか りである｡ この意 味 で筆者

ら自身も本稿執筆は時期尚早 と感 じている｡

この種の作業は忍耐 と根気を要するものであ

って,専従的な作業が行われていないとはい

え,現在すでに作業開始か ら10カ月ばかりを

経過 しており,中間報告がなされるべき時期

には達 しているのである｡8)

19世紀末の家屋台帳を扱 うことが,東南ア

ジアの人口研究にとってどのような意味を も

つかを,末尾ながら記 しておきたい｡東南ア

8)カード作成およびコード化を含む分析のための
基礎作業は,大阪外国語大学タイ･ベトナム語

学科の禍中賀子氏の手によって進行してきた｡
作業はその後同大学同学科の大橋靖子氏にひき
つがれ,同大学同学科助教授吉川利治氏の協力
の下に進行中である｡ここに記して感謝の意を
表する次第である｡
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ジアの都市は,多 くの場合,この時期以後に

急速に発達 したのであって,中国人を主体 と

す る異民族の流入 と彼 らの定住が都市発達の

重要な側面を形成 している｡この意味で19世

紀末のバ ンコクは,現在の東南アジア都市の

萌芽的形態を具有する｡それは土着の村落 と

は全 く異質な様相を呈 していたのである｡ こ

のような都市の特徴は,特にバ ンコクに関 し

ては,第 2次大戦後の中国人移民の減少 と同

化の進行,さらには地方タイ人の大量移住に

よって,急激に失われていく｡バ ンコクに関 し

ては当初の異質の中において も,すでにこの

ような同化ない しタイ化-の準備があったよ

うである｡ このことは他の東南アジア都市 と

比較 して重要な特徴 となる｡ われわれが扱 っ

た時期の中国人がほとんど男子移民であった

ことは,通姫による同化を促進 し,他方単身

生活者についてはたえざる入国者 と帰国者 と

の交替を実現 していた｡この意味で往時の中

国人移民は,中国婦人 (特に既婚婦人)の流

入がさかんにな った1920年以降の様相 とは異

なっている [Skinner 1957:196] ｡ 東南ア

ジア都市の発達の歴史の短期性をふまえて,

そこに導入 された民族の土着社会に対する連

続性 と非連続性を見定めることはきわめて重

要な作業である｡ この意味で19世紀末のバ ン

コクは,単なる歴史上の存在ではな く,現在

に直結する意義を もっている｡

100年 という期間は人口研究の観点 か らす

れば比較的短いにもかか わ らず,東 南 ア ジ

ア,特にタイ国については数量的データを著

しく欠いている｡ この時期の研 究 の た め に

は,不完全データを用いる推計ない し,時に

は推量が不可欠 となる｡ 失われた近い過去を

再現するために,さまざまな手法が考案 され

ねばな らない｡ 不完全データはその多 くの欠

陥にもかかわ らず最大限に利用 されねばな ら

ないのである｡
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